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業務仕様書 

 
１ 業務名 

  子ども貧困対策計画策定に係る実態調査・分析業務 
 
２ 契約期間 

  契約締結日から平成29年３月31日（金）まで 
 
３ 業務の目的と概要 

  札幌市では、子どもの将来が、生まれ育った環境によって左右されることのないよ

う、教育・生活・就労などの分野から子どもの貧困対策を総合的に推進するため、本

市の状況に応じた「子ども貧困対策計画」を策定する予定である。 

上記を踏まえ、本調査は、2歳児、5歳児、小学2年生、小学5年生、中学2年生、

高校2年生、20歳及び24歳の子ども・若者の実態やその世帯の家庭生活・教育・就

労等に関する現状を、アンケートや支援者ヒアリング等により、定量・定性の両面か

ら調査し、現状を分析することで、本市における「 仮称）子ども貧困対策計画 」を

策定するための基礎資料として活用することを目的とする。 

 

４ 業務の内容 

札幌市における子ども・若者の実態やその世帯の家庭生活・教育・就労等に関する

状況について、市民アンケート調査、支援者ヒアリング調査、対象者アンケート及び

座談会を行い、現状を分析する。また、実態調査についての広報業務を行う。 

(1) 広報資料作成等 

 ア 実態調査周知用ポスター及びチラシのデータ作成 

  【ポスター】 

   仕 様：Ａ２判 片面４色刷用 

   納品日：別途委託者より指示（９月中旬～下旬） 

  【チラシ】 

   仕 様：Ａ４判 片面４色刷用 

   納品日：別途委託者より指示（９月中旬～下旬） 

 

 イ 実態調査周知用データ作成 

  仕 様：静止画ファイル（３枚） 

      拡張子（jpg、jpeg、png）、最大解像度（1920×1080） 

  納品日：別途委託者より指示（９月中旬～下旬） 

※ ア・イともに、デザインの企画・製作を含む。内容については別途指示あり。 

※ ロゴマーク、ライラックマーク及びスマイルマーク等札幌市からデータ支給あり。 
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(2) 市民アンケート調査の概要 

ア 調査方法 

・ ２歳児の世帯には、調査票を郵送し、返信用封筒及びＷＥＢで回収を行う。 

・ ５歳児、小学２年生、小学５年生、中学２年生及び高校２年生の世帯には、

学校等の機関へそれぞれまとめて配布し、学校回収を行う。 

・ 機関配布用封筒以外について、発送に必要な物品は受託者が用意することと

し、郵送発送分については、WEBによる回答も可能とすること。 

・ 機関配布分については、事前に学校と連絡を取り、各学校へ配送すること 

・ 回収については、着払いで受け取る等、確実に学校単位で回収を行うこと。 

イ 調査対象 

  下表の計10,000世帯（無作為抽出）（保護者）。機関配布先（案）（別紙1） 

 
配布・回収方法 

子どもの性別 

男性 女性 合計 

子
ど
も
の
年
齢 

２歳児 郵送・ＷＥＢ 1,300 1,200 2,500 

５歳児 

機
関
配
布 

保育所（19園）・幼稚園（14園） － － 1,500 

小２ 

学
校 

18校程度 
－ － 1,500 

小５ － － 1,500 

中２ 10校程度 － － 1,500 

高２ 17校程度 － － 1,500 

合  計   10,000 

   ※ 調査対象者の抽出は本市電算システムで行い、受託者には、抽出した対象 

者の宛名シール（2,500部×2セット）を提供する。（督促用も含む） 

ウ 調査票等の作成 

委託者が提供する質問原稿（Ａ４、14Ｐ、40問程度、Microsoft Word形式等デ

ータで提供）の質問項目及び選択肢の配列について調整し、必要に応じ、委託者と

協議して修正の上、印刷する。校正は2回以上行うこと。調査票は返信用封筒とと

もに封入、封緘、宛名シール（郵送のみ）を貼付のうえ、発送すること。（調査票

の種類は４種類（別添1～4）） 

なお、小学校配送分については、２年生と５年生の区別が分かるようにすること。 

エ 集計作業 

① すべての設問を単純集計 

② 基本属性とすべての設問のクロス集計 

③ 調査票“その他（ ）”や欄外等の記載事項や返信用封筒に同封さ

れた手紙についての記載事項の整理は、性別、年齢別、職業、居住区、

記載内容（原文のまま）を一覧表（Excel 形式）にする。なお、業務

完了後に本市が当該入力データを基に、検索・ソートなどの作業を行うので、

この作業に支障にならない形式で作成すること。 

※ 調査票は、郵送分については 750 枚程度、機関配布分については 5,250 枚程

度、合計約 6,000 枚程度の回収を見込んでいるが、増減する可能性がある。原

則として、この数量の増減が著しいと委託者及び受託者双方が認める場合を除

き、契約金額の変更は行わないものとする。  
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オ 市民アンケート調査の中間報告 

    ア～エにより実施したアンケート調査の速報を集計し、委託者との協議を踏ま

えて、中間報告としてまとめて、12月 16日までに委託者に報告すること。 

なお、アンケート調査（速報）をクロス集計して、特徴などを捉えて報告を行

うこと。 

   ※ 上記のクロス集計を踏まえた分析は、「５ 調査報告書の作成」における報告

書に盛り込むことを念頭に行うこと。 

(3) 支援者ヒアリング調査（別紙２） 

ア 調査方法 

支援を必要とする状態にある子どもやその家庭の生活像に関して、支援している

団体からのヒアリング等を実施する。 

 イ 実施対象 

    本市が選定する札幌市内の支援者、団体 

 ウ 実施時期・実施場所 

・ 委託者との調整の上、契約締結後から11月下旬までの期間で実施する。（一

部、先行実施済） 

・ なお、日程、ヒアリング先については、業務開始後、委託者が速やかに決定

して受託者に通知する。 

 エ 実施内容 

    関係団体等支援者に対して、本市職員が２時間程度行うヒアリング（インタビ

ュー等）について、音声データから内容の記録及び概要資料の作成を行う。 

(4) 対象者アンケート調査の概要 

 ア 調査方法 

・ 小学５年生、中学２年生及び高校２年生の世帯には、学校から配布し、回収

を行う。 

・ 20歳及び24歳の世帯には、調査票を郵送し、返信用封筒及びＷＥＢで回収

を行う。 

・ 機関配布用封筒以外について、発送に必要な物品は受託者が用意することと

し、郵送発送分については、WEBによる回答も可能とすること。 

・ 機関配布分については、事前に学校と連絡を取り、各学校へ配送すること 

・ 回収については、着払いで受け取る等、確実に学校単位で回収を行うこと。 
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 イ 調査対象 

   下表の計7,500世帯（無作為抽出）（子ども）機関配布先（案）（別紙1） 

 
配布・回収方法 

子どもの性別 

男性 女性 合計 

子
ど
も
の
年
齢 

小５ 機
関
配
布 

学
校 

18校程度 － － 1,500 

中２ 10校程度 － － 1,500 

高２ 17校程度 － － 1,500 

20歳 
郵送・ＷＥＢ 

735 765 1,500 

24歳 705 795 1,500 

合  計   7,500 

   ※ 調査対象者の抽出は本市電算システムで行い、受託者には、抽出した対象 

者の宛名シール（3,000部×2セット）を提供する。（督促用も含む） 

ウ 調査票等の作成 

委託者が提供する質問原稿（Ａ４、14Ｐ、40問程度、Microsoft Word形式等

データで提供）の質問項目及び選択肢の配列について調整し、必要に応じ、委託

者と協議して修正の上、印刷する。調査票は返信用封筒とともに封入、封緘、宛

名シール（郵送のみ）を貼付のうえ、発送すること。（調査票の種類は３種類（別

添5～7）） 

エ 集計作業 

① すべての設問を単純集計 

② 基本属性とすべての設問のクロス集計 

③ 保護者と子ども（小中高生）とのマッチング集計 

④ 調査票“その他（ ）”や欄外等の記載事項や返信用封筒に同封され

た手紙についての記載事項の整理は、性別、年齢別、職業、居住区、

記載内容（原文のまま）を一覧表（Excel 形式）にする。なお、業務

完了後に本市が当該入力データを基に、検索・ソートなどの作業を行うので、

この作業に支障にならない形式で作成すること。 

※ 調査票は、郵送分については900枚程度、機関配布分については3,150枚程

度、合計約4,000枚程度の回収を見込んでいるが、増減する可能性がある。原

則として、この数量の増減が著しいと委託者及び受託者双方が認める場合を除

き、契約金額の変更は行わないものとする。 

オ 対象者アンケート調査の中間報告 

   ア～エにより実施した郵送アンケート調査の速報を集計し、委託者との協議を

踏まえて、中間報告としてまとめて、12月 16日に委託者に報告すること。 

なお、アンケート調査（速報）をクロス集計して、特徴などを捉えて報告を行

うこと。 

   ※ 上記のクロス集計を踏まえた分析は、「５ 調査報告書の作成」における報告書

に盛り込むことを念頭に行うこと。 
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(5) 市民アンケート・対象者アンケート共通項目 

ア 市民アンケート・対象者アンケートの梱包等について 

 
調査票種類 

配布・回収方法 

配布対象者 

保護者 子ども 合計世帯 

保護者 子ども 

子
ど
も
の
年
齢
区
分 

２歳児 
別添1 

－ 郵送・ＷＥＢ 2,500 － 2,500 

５歳児 － 

機
関
配
布 

保育所（19園）・幼稚園（14園） 1,500 － 1,500 

小２ 別添2 － 

学
校 

18校程度 
1,500 － 1,500 

小５ 
別添3 別添5 

1,500 1,500 1,500 

中２ 10校程度 1,500 1,500 1,500 

高２ 別添4 別添6 17校程度 1,500 1,500 1,500 

20歳 － 
別添7 郵送・ＷＥＢ 

－ 1,500 1,500 

24歳 － － 1,500 1,500 

合  計 10,000 7,500 13,000 

 

 
配布方法 調査票 依頼状※1 

郵送用 

封筒 

配布用 

封筒 

返信用 

封筒 

回収用

封筒 

2歳児 郵送・ＷＥＢ 保護者 ○ ○ × 1枚 × 

5歳児・小2 機関配布 保護者 ○ × ○※2 × 1枚 

小 5・中2・高2 機関配布 保護者・子ども ○ × ○※2 × 2枚 

20歳・24歳 郵送・ＷＥＢ 子ども ○ ○ × 1枚 × 

 ※1：８区分７種類あり。※2：札幌市が提供 

 

イ 依頼状及び督促状の作成と発送 

・ 依頼状：Ａ４判、再生上質紙、ペラ、両面１色刷り、市長サイン（データ支給

あり）印刷・顔写真（データ支給あり）印刷有（モノクロ）。調査票の

種類ごと（7種類）、全世帯（13,000世帯）について作成し、配布用封

筒に同封する。 

・ 督促状：Ａ６判、ハガキ用紙、ペラ、両面１色刷り。ＱＲコード印刷有。 

郵送対象世帯について全世帯（5,500世帯）に送付する。 

ウ 調査票の発送と回収 

発送元及び返信先は「札幌市子ども・若者生活実態調査 事務局」等、札幌市の

受託調査であることが明示できるような宛名とし、受託者の負担で発送及び回収を

行うこと。 

なお、機関配布用封筒は札幌市から提供（角２判、クラフト紙）。郵送用封筒（角

２判、クラフト紙、表面１色刷り、圧着のり）及び、回収用封筒・返信用封筒（長

３判、クラフト紙、表面１色刷り、封テープ付き）を用意すること。 

また、小５、中２、高２については、封筒を回収後に保護者票と子ども票をマッ

チングできるように、学校から回収した封筒にナンバリングする等、工夫すること。 



 

6 
 

(6) 座談会 

ア 調査方法 

奨学金等の支援を受けている子どもや、児童養護施設に入所している子ども等

（高校１年生以上）の声を直接聞くため、座談会を実施する。 

 イ 実施対象 

    本市が選定する高校１年生以上の子ども・若者（15名程度） 

 ウ 実施時期・実施場所 

・委託者との調整の上、平成29年１～２月頃に２回程度実施する。 

・5～6人で１グループ、３テーブルを想定 

・開催場所は委託者が指定する市内場所 

 エ 実施内容 

・ １回あたり３時間程度を実施する。（準備時間は含まない） 

・ 内容は、市民アンケート及び対象者アンケート調査結果等を踏まえ受託者

との協議の上で決定する。 

 オ その他 

ファシリテーターの手配、グループヒアリングに必要な物品の準備等は受託者

が行うこと。 

対象者には、１回当たり1,000円程度の謝礼を手渡すこと。（15名×2回） 

 

５ 調査報告書の作成 

  ４の（２）及び（４）の結果を単純集計及びクロス集計等して、分析を行い、調査

報告書を作成すること。 

  また、４の（３）及び（５）について、調査報告書を作成すること。 
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６ 提出成果物 

  本調査にかかる各種成果物については、下記の数量・形式で納品すること。 

名   称 数 量 形  式 提 出 時 期 備  考 

ヒアリング報告書 １枚 ＣＤ-ＲＯＭ 

業務履行期限に

関わらず、 

各終了後２週 

間以内とする。 

WORD、EXCEL、

POWER POINT、

PDF又は協議

の上本市が認

める形式 

座談会報告書 １枚 ＣＤ-ＲＯＭ 

業務履行期限に

関わらず、 

各終了後２週 

間以内とする。 

WORD、EXCEL、

POWER POINT、

PDF又は協議

の上本市が認

める形式 

集計用個票データ １枚 ＣＤ-ＲＯＭ 11月 25日まで Excelデータ

で納品 

調査票データ 1枚 ＣＤ-ＲＯＭ 10月 31日まで WORD等データ

で納品 

単純集計表及びクロ

ス集計表 

１枚 ＣＤ-ＲＯＭ 12月 16日まで Excelデータ

で納品 

調査報告書(概要版) １枚 ＣＤ-ＲＯＭ Ｈ29年３月31

日まで 

PDFデータで

納品 

調査報告書 １枚 ＣＤ-ＲＯＭ Ｈ29年３月31

日まで 

PDFデータで

納品 

集計表及び図

表について

は、Excelデー

タも納品 

調査報告書(概要版) 15部 印刷物 Ｈ29年３月31

日まで 

 

調査報告書 15部 印刷物（A4版） Ｈ29年３月31

日まで 

 

※ グラフは、多様な種類を使っての表示とすること。 

※ 報告書作成の基本は、あてはまるものすべてに○をつける設問の場合は、棒グ

ラフで作成すること。また、あてはまるもの 1 つに○をつける設問の場合は円グ

ラフで作成すること。詳細は、他都市のアンケート調査報告書を参考とすること。 

※ グラフ、表、コメントは、子どもの育成部子どもの権利推進課の承認を得るま

で校正を受けること。 

 

７ 業務の報告について 

  11月 25日までに郵送アンケート調査結果の単純集計報告を、また、12月 16日まで

に中間報告を実施すること。 

中間報告結果を踏まえ、クロス集計の追加内容を委託者と協議して定めること。 
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８ 調査スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 成果物提出場所 

  札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課 

  札幌市中央区南１条東１丁目 大通バスセンタービル１号館３階 

  担当 干場、小島（Tel：211-2942） 

 

10 契約金額の支払 

  契約金額は、当該業務の完了後検査を行い、検査合格後に一括で支払う。 

 

11 環境への配慮について 

 本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努め

ること。 

(1) 電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

(2) ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

(3) 両面コピーの徹底やミスコピーを減らし、紙の使用量を減らすように努めること。 

(4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイド

リングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

(5) 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライ

ン指定品を使用すること。 

 

  

 

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

１次伺・指名通知・業務委託入札

【ヒアリング調査】

アンケート調査項目検討

郵送アンケート調査票の作成等の調

査準備

【市民アンケート・対象者アンケート】

機関配布の実施（配布・回収）

【対象者アンケート】郵送調査の実施

（配布・回収・督促）

【座談会】

集計用個票データ作成、単純集計表
の作成

郵送アンケート調査のクロス集計表の
作成（速報）

郵送アンケート調査の結果及びクロス

集計表の作成

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月

中間報告

調査報告書の提出

配布 回収

配布
督促

回収

契約締結

ヒアリング報告書の提出

項目確定調整期間

ヒアリング速報

座談会 座談会報告

個票データ提出

速報
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12 留意事項 

(1）守秘義務 

受託者は、本業務を通じて知りえた秘密を第三者に漏えいすること及び資料並び

にデータの紛失、滅失、毀損、盗難等を防止するために必要な措置を講ずること。 

また、本業務の結果データ等の使用・保存・処分等にあたっては、秘密の保持に

十分配慮するとともに、子どもの権利推進課の指示に従うこと。受託者は、子ども

の権利推進課より廃棄の指示を受けた時は、速やかに個別調査票及び集計結果デー

タの内容を破棄し、その処理経過は書面をもって、子どもの権利推進課へ報告する

こと。 

(2) 個人情報の取り扱い 

   受託者は、本業務に関連した個人情報の取り扱いについては、本市「事業者が保

有する個人情報の保護に関する指針」及び別紙２「個人情報取扱留意事項」に基づ

き、適切な措置を講じること。 

(3）身分証明書の携行等 

受託者の作業従事者は、本市の施設内及び本業務に関して立ち入りが必要となる

本市以外の施設内では、常に身分証明書を携行すること。また、本市施設内におい

ては、本市業務担当者が許可しない限り、作業上必要でない場所へ無断で立ち入ら

ないこと。 

(4）疑義の解消等 

業務の実施にあたって必要な事項のうち、本書で明記の無い点または疑義が生じ

た場合、並びにこれに係る変更を行う場合には、必ず本市業務担当者と協議し承認

を得ること。 

(5）成果物に係る留意事項 

本業務成果物については、意味不明、不完全または曖昧な表現の記述をしないよ

うに留意し、専門的または特殊な法律・技術用語については用語解説または注釈を

付記すること。 

また、成果物の納入後、本市において実施する成果物検査の結果、本仕様書記載

の内容と著しく異なる又は不足する場合は、受託者の責任において関連する項目を

精査し、当該個所の修正又は追加を行うこと。 

   また、子どもの権利推進課は、本業務の報告書等の成果物の一部または全部をホ

ームページに掲載することができるものとする。受託者は、この点を念頭に置いて

成果物を作成すること。 

(6）著作権等 

受託者は、本業務の遂行により生じた著作権（著作権法第 27 条及び 28 条に定め

られた権利を含む）を、成果物の納入、検査合格後、ただちに委託者に無償で譲渡

するものとする。 

また、受託者は、委託業務の遂行に当たり、第三者の知的財産権（著作権、意匠

権、商標権等）、プライバシー又は肖像権・パブリシティ権その他の権利を侵害しな

いこと。 

(7）その他 

仕様の一部又は全部に変更等があった場合には、仕様変更部分や影響範囲につい

て本市と受託者間で協議し、変更部分の文書、ドキュメントの整備を行うほか、必

要に応じて再度の見積もりを行うこととする。 



【別紙２】 
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個人情報取扱注意事項                           

 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際に

は、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、役務による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らし

てはならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個

人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とす

る。 

 

（再委託等の禁止） 

第３ 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ、札幌市が書面により承諾した場合は、この限りではない。 

 

（複写、複製の禁止） 

第４ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、札幌市から提供された個

人情報が記録された資料等を、札幌市の承諾を得ることなく複写し、又は複製をして

はならない。 

 

（目的外使用の禁止） 

第５ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、札幌市から提供された個

人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（資料等の返還） 

第６ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、札幌市から提供された個

人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに札幌市に返還するものとする。た

だし、札幌市が別に指示したときは、その方法によるものとする。 

 

（事故の場合の措置） 

第７ 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあ

ることを知ったときは、速やかに札幌市に報告し、札幌市の指示に従うものとする。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第８ 札幌市は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約

の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

 


